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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

な
が
は
ま
の
文
化
財
／

な
が
は
ま
の
自
然
不
思
議
発
見

至
誠
通
天

各
種
無
料
相
談

お
元
気
で
す
か

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

み
ん
な
の
掲
示
板

保
健
だ
よ
り

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

み
ん
な
の
掲
示
板

な
が
は
ま
見
聞
録

な
が
は
ま
見
聞
録

　

全
国
一
斉
に
６
月
１
日
を
基
準
日
と

し
た
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、事
業
所
・
企
業
の
経
済

活
動
を
全
国
的
お
よ
び
地
域
別
に
明
ら

か
に
し
、事
業
所
・
企
業
を
対
象
と
し
た

各
種
統
計
調
査
の
基
礎
デ
ー
タ
を
得
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
の
事
業
所
・
企
業
へ
は
、５
月
中

旬
以
降
に
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。
で

き
る
限
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト(

パ
ソ
コ

ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン)

で
の
ご
回
答
を

お
願
い
し
ま
す
。

※ 

こ
の
調
査
は
統
計
法
に
基
づ
く
基
幹

統
計
調
査
で
、調
査
結
果
を
統
計
以
外

の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
固
く
禁

じ
ら
れ
て
お
り
、税
金
の
徴
収
等
に
使

わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
の
軽
自
動
車
税

　（
種
別
割
）の
減
免
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

【
対
象
者
】

　
４
月
１
日
現
在
、
原
動
機
付
自
転
車
・
軽
自
動

車
・
二
輪
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
等
の
所
有
者
で
、

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か
の
交
付

を
受
け
た
人(

等
級
な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す)

【
申
請
方
法
】

　

申
請
要
件(

所
有
者
・
運
転
者
・
使
用
目
的
・

等
級
な
ど
）、
必
要
書
類
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
、
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※ 

昨
年
度
減
免
を
受
け
て
い
る
人
で
車
両
等
に
変

更
が
な
い
場
合
は
、
３
月
31
日(

水)

ま
で
に
事

前
申
請
済
み
の
人
は
不
要
で
す
。

【
受
付
期
間
】５
月
６
日(

木)

〜
31
日(

月)

②
納
税
証
明
書
は
車
検
に
必
要
で
す
の
で

　
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い

　
軽
自
動
車
の
車
検
時
に「
納
税
証
明
書
」が
必
要

で
す
。
納
税
証
明
書
は
次
の
と
お
り
納
付
方
法
ご

と
に
異
な
り
ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

〇
納
付
書
払
い

　
領
収
書
の
右
側
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

〇
口
座
振
替

　
６
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

〇
各
種
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
払
い

　
税
務
課〈
本
庁
舎
１
階
〉、
北
部
振
興
局
く
ら
し

窓
口
課
、各
支
所
窓
口
で
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、

即
日
交
付
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

車
検
用
納
税
証
明
書
が
す
ぐ
に
必
要
な
場
合
は
、

納
付
書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
行
財
政
運
営
の
健
全
化
を
図
る
た
め
、

公
共
施
設
の
更
新
・
統
廃
合
・
長
寿
命

化
な
ど
を
計
画
的
に
行
う
公
共
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
審
議
す
る
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
人
数
】

　
１
人(

応
募
多
数
の
場
合
は
、
選
考
で

決
定)

【
任
　
　
期
】

　
委
嘱
日
〜
令
和
５
年
３
月
31
日

【
募
集
期
間
】

　
５
月
６
日(

木)

〜
20
日(

木)

【
応
募
資
格
】

　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

① 

４
月
１
日
現
在
、市
内
在
住
ま
た
は
在

勤
の
18
歳
以
上
の
人

② 

国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
ま
た
は

常
勤
の
公
務
員
で
な
い
人

③ 

平
日
、日
中
の
会
議
で
も
出
席
で
き
る

人(

年
間
３
回
程
度
開
催
予
定)

【
応
募
方
法
】

　

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、直
接
ま
た
は
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー

ル
で
担
当
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※ 

応
募
用
紙
は
担
当
課
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
不
法
投
棄
と
は
、
山
林
や
河
川
、
道
路
、
琵

琶
湖
岸
な
ど
に
、
家
電
製
品
な
ど
の
粗
大
ご

み
や
家
庭
ご
み
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ

た
ご
み
な
ど
を
捨
て
る
行
為
で
す
。

　
不
法
投
棄
が
行
わ
れ
る
と
、
ま
ち
の
美
観

が
損
な
わ
れ
、
悪
臭
や
周
辺
の
土
壌
・
水
の

汚
染
な
ど
様
々
な
自
然
環
境
に
悪
影
響
を
も

た
ら
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い

　
土
地
・
建
物
の
所
有
者
・
管
理
者
は
、
そ

の
場
所
を
清
潔
に
保
つ
よ
う
努
め
て
く
だ
さ

い
。
も
し
ご
み
が
捨
て
ら
れ
、
行
為
者
が
特

定
で
き
な
い
場
合
は
、
自
ら
の
責
任
で
処
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
不
法
投
棄
へ
の
防
止
対
策
が

重
要
と
な
り
ま
す
。
不
法
投
棄
や
ポ
イ
捨
て

を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、
啓
発
看
板
を
付

け
た
り
、
日
ご
ろ
か
ら
簡
単
に
人
が
立
ち
入

り
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
ご
み
を
捨

て
ら
れ
に
く
い
場
所
づ
く
り
が
必
要
で
す
。

地
域
の
不
法
投
棄
防
止
活
動
を
支
援
し
ま
す

① 

き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
パ
ー
ト
ナ
ー

　
シ
ッ
プ
事
業

　
不
法
投
棄
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
次

に
定
め
る
活
動
に
取
り
組
む
自
治
会
等
に
対

し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
要
　
件
】

　
〇
不
法
投
棄
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル　
年
10
回

　
〇
散
乱
ご
み
の
収
集　
年
２
回

　
〇 

不
法
投
棄
防
止
の
た
め
の
周
辺
環
境
の

整
備
ま
た
は
啓
発
活
動　
年
１
回

【
補
助
金
額
】

　
上
限
15
万
円

※ 

補
助
金
の
対
象
と
な
る
経
費
等
、
詳
し
く

は
、
事
前
に
担
当
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

②
自
治
会
へ
の
啓
発
看
板
の
配
付

　
ポ
イ
捨
て
禁
止
の
啓
発
看
板
等
を
配
布
し

て
い
ま
す
。
配
付
を
希
望
す
る
自
治
会
は
、

担
当
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※ 

配
付
で
き
る
枚
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
看
板
の
設
置
に
必
要
な
手
続

き
等
は
、各
自
治
会
で
お
願
い
し
ま
す
。

　
一
般
家
庭
や
事
業
所
か
ら
出
る
ご
み
を
畑

や
ド
ラ
ム
缶
な
ど
で
焼
却
処
理
す
る
野
焼
き

は
、法
律
に
よ
り
原
則
禁
止
さ
れ
、罰
則
も
あ

り
ま
す
。

　
ご
み
を
燃
や
す
と
煙
や
悪
臭
に
よ
る
住
民

ト
ラ
ブ
ル
や
生
活
環
境
の
悪
化
を
ま
ね
く
だ

け
で
な
く
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど
の
有
害

物
質
を
発
生
さ
せ
、
健
康
に
も
悪
影
響
が
出

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
野
焼
き
は
、
法
律
上
の
規
制
も
あ
り
ま
す

が
、
近
隣
に
迷
惑
を
か
け
な
い
と
い
う
こ
と

が
重
要
で
あ
り
、
例
外
と
さ
れ
て
い
る
野
焼

き
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
周
辺
か
ら
煙
や
悪

臭
で
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
中
止
や

焼
却
方
法
の
指
導
等
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

風
向
き
等
も
考
慮
し
て
く
だ
さ
い
。

禁
止
の
例
外

○ 

風
俗
慣
習
上
ま
た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行

う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却(

例
：

ど
ん
ど
焼
き
な
ど
地
域
の
行
事
に
お
け
る

不
要
と
な
っ
た
門
松
、し
め
縄
等
の
焼
却)

○ 
農
業
、
林
業
ま
た
は
漁
業
を
営
む
た
め
に

や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃

棄
物
の
焼
却(
例
：
農
業
者
が
行
う
稲
わ

ら
な
ど
の
焼
却
、
漁
業
者
が
行
う
漁
網
等

に
付
着
し
た
海
産
物
の
焼
却)

○ 

た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通

常
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で
あ
っ
て
軽

微
な
も
の(

例
：
た
き
火
、
暖
を
と
る
た
め

の
落
ち
葉
や
薪
の
焼
却
、バ
ー
ベ
キ
ュ
ー)

○ 

国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
の

管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼

却
○ 

震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍
霜
害
そ
の
他
の

災
害
の
予
防
応
急
対
策
ま
た
は
復
旧
の
た

め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

※ 

火
災
の
危
険
性
が
あ
る
場
合
は
消
防
署

へ
、
産
業
廃
棄
物（
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生

じ
た
廃
棄
物
）
の
焼
却
や
常
習
性
が
あ
る

等
の
悪
質
な
場
合

に
は
、警
察
署
へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は
５
月
末
ま
で
で
す

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
委
員
を

募
集
し
ま
す

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

野
焼
き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

問 

税
務
課 

☎
65
・
６
５
０
８

問 

財
政
課
財
産
活
用
政
策
室 

☎
65
・
１
７
１
７

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
を
実
施
し
ま
す

問 

政
策
デ
ザ
イ
ン
課 

☎
65
・
６
５
４
２

問 
環
境
保
全
課 

☎
65
・
６
５
１
３

問 

環
境
保
全
課 

☎
65
・
６
５
１
３

①

②

子
育
て
情
報
は「
子
育
て
応
援
ア
プ
リ

な
が
ま
る
キ
ッ
ズ
！
」で
便
利
に
ゲ
ッ
ト
！

　
イ
ベ
ン
ト
の
情
報
や
子
育
て
関
連
施
設
情
報
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
な

ど
、子
育
て
に
便
利
な
情
報
が
満
載
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

便
利
ポ
イ
ン
ト

★ 

子
育
て
の
最
新
情
報
が
プ
ッ
シ
ュ
通
知
で
届
く
の
で
、
見
逃
す
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。

★
パ
パ
マ
マ
・
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
託
児
な
ど
の
予
約
が
簡
単
に
で
き
ま
す
。

不
法
投
棄
の
罰
則

　
不
法
投
棄
し
た
場
合
は
、廃
棄
物
の
処
理

お
よ
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
罰
則

が
科
せ
ら
れ
、行
為
者
は
５
年
以
下
の
懲
役

も
し
く
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
、
ま
た
は
併
科
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
法

人
に
あ
っ
て
は
、１
億
円
以
下
の
罰
金
に
処

せ
ら
れ
ま
す
。

野
焼
き
の
罰
則

　
違
反
し
た
場
合
は
、廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
、

行
為
者
は
５
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

１
千
万
円
以
下
の
罰
金
、ま
た
は
こ
の
併
科

に
処
せ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、法
人
に
あ
っ
て

は
、
３
億
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま

す
。

▲
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　( 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
払
い
の
種
類
は

こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い)


